
船舶事故等調査報告書 

平成２６年７月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４長第２３号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年３月１日（土） １６時４０分ごろ 

発生場所 熊本県宇城
う き

市松合
まつあい

漁港東方沖 

 宇城市所在の御船
み ふ ね

灯標から真方位０８２°８,９４０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３７.８′ 東経１３０°３８.５′） 

事故等調査の経過  平成２６年４月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート りんどう丸、５トン未満（長さ６.１５ｍ） 

 ２９３－２３２６６熊本、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ翼に曲損 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、熊本県天草市

御所浦
ご し ょ う ら

島北方の前島付近で釣りを行った後、平成２６年３月１日１２

時３０分ごろ、熊本県芦北
あしきた

町海
うみの

浦
うら

漁港へ帰るため、東進を始めた。 

 船長は、靄
もや

がかかったような状態で視界が悪く、海浦漁港の方向が

視認できない状況であったが、コンパスで海浦漁港の方向を確認せず

に航行し、熊本県上天草市二間
ふ た ま

戸
ど

港東方沖に至って進路が違っている

ことに気付いた。 

 船長は、二間戸港に寄港して海浦漁港の方向を確認し、同港を出港

したが、海浦漁港の方向が分からなくなり、上天草市の陸岸が視認で

きたので、陸岸沿いに航行しており、船舶に出会ったら海浦漁港の方

向を確認しようとしたが、船舶に出会うことなく宇城市沿岸に至っ

た。 

 本船は、松合漁港東方沖において、約１０ノットの対地速力で東進

中、１６時４０分ごろ浅所に乗り揚げた。 

 本船は、海上保安庁に通報を行い、高潮期を待って自力離礁し、来

援した巡視艇の伴走を受けながら、自力で海浦漁港に帰った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 １、視界 不良 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 本事故当日には、微小粒子状物質（ＰＭ２.５）の量が、熊本県各

地の多くの測定地点において、環境基準の３５μg/ｍ３を超える日平

均値を示していた。 

 その他の事項  本船は、レーダー及びＧＰＳプロッターがなかった。 



  船長は、週に約２回釣りに出ていたが、これまでコンパスを見なが

ら、航行したことはなく、本事故当時、コンパスを見ることに考えが

及ばなかった。 

 船長は、宇城市沿岸を航行した経験がなく、水深等を把握していな

かった。 

 船長及び同乗者は、本事故当時、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、視界不良の状況下、御所浦島北方沖から海浦漁港に向けて

航行中、船長が、コンパスを使用せずに航行して海浦漁港の方向が分

からなくなり、航行経験がなく、水深等を把握していなかったことか

ら、松合漁港東方沖を東進し、同沖の浅所に乗り揚げたものと考えら

れる。 

原因  本事故は、本船が、視界不良の状況下、御所浦島北方沖から海浦漁

港に向けて航行中、船長が、コンパスを使用せずに航行して海浦漁港

の方向が分からなくなり、航行経験がなく、水深等を把握していなか

ったため、松合漁港東方沖を東進し、同沖の浅所に乗り揚げたことに

より発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界が制限されて目的地の方向が視認できないときは、コンパス

で方位を確認しながら航行を行うか、又は安全な場所に停泊して

視界の回復を待つこと。 

 


